
通常の学級？特別支援学級？通級指導教室？それとも…

【みんなの願い】
子どもが自分に合った場所で、自分らしく学ん

だり、生活したり、成長したりすることができる。

適切な学びの場とは？

【就学支援】
子どもが、どこの場で、どのように学ぶ

のが適切なのかをみんなで考えていく。



〇 特別支援学級

１ 児童生徒の特性等に応じた特別な教育課程を編成

＊ 少人数できめ細やかな支援を受けられる。

２ 通常学級の決まった授業に参加します。
（交流学習）

どんなところ？

知的 肢体不自由 病弱・身体虚弱

弱視 難聴 言語障害

自閉・情緒



どんなところ？

〇 通級指導教室

通常の学級に在籍している児童生徒が、
通級指導の時間に通級指導教室に通い、特
別な指導を受けます。

「自立活動」が中心になります



どんな支援？

〇 学校生活支援員

日常生活動作の介助、サポートを行う。

１ 肢体不自由の児童生徒の支援

２ 特別支援学級に在籍する児童生徒の支援

３ 耳、目の不自由な児童生徒の支援

４ 帰国・外国人児童生徒等の支援

５ その他、特に配慮が必要と思われる児童生徒の支援



相談体制について



教育相談（就学）年に２回実施

１回目…８月 ２回目…11月

１ 場所
西予市教育保健センター・野村地域づくり活動センター

２ 相談内容
・就学について
（特別支援学校・特別支援学級・通常学級）

・通級指導教室の利用について
・学校生活支援員の配置について



就学に向けて

★ 各校（園）との相談

★ 教育相談（就学のための）の申込

★ 西予市教育相談

■ 西予市教育支援委員会で審議

★ 結果の通知と合意形成

★ 就学先・具体的な支援内容の決定



① 申込書を提出（各園・校→家庭→各園・校）

② 記録票を提出（各園・校→家庭→各園・校）

③ 教育相談（各園・校、本人、保護者出席）

④ 西予市教育支援委員会

⑤ 審議結果通知

教育相談の流れ

①  ②  ③  ④  ⑤

※ただし、通級指導教室利用希望者は
各園・学校の関係者、お子様、保護者
の出席は必要ありません。

７月４日 ７月11日
８月７日

８月８日
８月27日

９月５日

以降

10月10日 10月17日
11月12日

11月13日
12月3日

12月10日
以降

第１回

第2回

※未就園の場合は学校教育課
にお問い合わせください。
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